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備考  
 

２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

・省エネルギー法の航空事業者への適用 

すべての輸送事業者に省エネに対する取り組みを求めるとともに、一定規模

以上の輸送能力を有する輸送事業者に省エネ計画の作成、エネルギー消費量等

の定期報告等の義務付け 

 

 
継続 
 

［税制］ 
・新規機材の導入に対する支援 

交通バリアフリー設備を整備した 60席以上の航空機について、特別償却（基

準取得価額（取得価額の 20％相当額）の 20％）を認めることにより、法人税

を軽減（2006年度より実施）。 

国内線就航機について、固定資産税の課税標準を最大離陸重量に応じて 3年

間 1/2～2/3に軽減（1954年度より実施）。 

 

 

継続 

［予算／補助］ 
・エネルギー使用合理化事業者支援事業 

    269億 26百万円の内数（2007年度に新規実施） 

 

［融資］ 
 

 

［技術開発］ 
 

 

［普及啓発］ 
 

 

［その他］ 
【国土交通省実施】 

・航空管制・着陸装置の高度化 

より効率的な飛行方法である広域航法（RNAV）の本格的展開（2007年度よ

り）、運輸多目的衛星の活用（2006年 7月運用開始）、航空交通管理センターの

設置（2005年度設置）による、さらに効率的な経路・高度での飛行の実現や計

器着陸装置（ILS）の高カテゴリー化等による、航空機の上空待機等の削減等

を推進 

 

・エコエアポートの推進 

2003年度より国土交通省管理の国内空港において順次取り組みを開始。駐機

時における航空機のアイドリングストップを図る地上動力装置（GPU）の利用

促進など、空港及び空港周辺において、環境の保全及び良好な環境の創造を進

める対策を実施 

 
 
 
継続 
 
 
 
 
 
 
 
継続 
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３．排出削減見込量の根拠等 

 
航空のエネルギー消費効率の向上によるＣＯ２排出削減見込量を次のように算定。 

① ２００２年度におけるエネルギー消費原単位が、１９９５年度と同じ（０．０６１０Ｌ／人ｷﾛ）であったと 

想定した場合の総エネルギー使用量 ５１２万５０００ｋＬ 

② ２００２年度の総エネルギー使用量 ４４０万５０００ｋＬ 

③ ２００２年度のエネルギー消費原単位 ０．０５２５Ｌ/人ｷﾛ 

④ ２０１０年度のエネルギー消費原単位 ０．０５１９Ｌ/人ｷﾛ 

（２００２年度からの改善率 １．１％） 

⑤ ２０１０年度の予測輸送量 １０１９億人ｷﾛ 

⑥ 航空燃料１ＬあたりのＣＯ２排出量 ２．４６ｋｇ/Ｌ 

 

ＣＯ２排出削減見込量は、以下より計 約１９０万ｔ－ＣＯ２ 

（２００２年までの効果） 

（５１２万５０００ｋＬ－４４０万５０００ｋＬ） × ２．４６ｋｇ／Ｌ ＝ 約１７７万ｔ－ＣＯ２ 

①             ②           ⑥ 

（２００２年以降から２０１０年までの効果） 

（０．０５２５Ｌ／旅客ｷﾛ－０．０５１９Ｌ／旅客ｷﾛ）×１０１９億旅客ｷﾛ×２．４６ｋｇ／Ｌ 

③        ④         ⑤        ⑥ 

＝ 約１４万ｔ－ＣＯ２ 
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２―２６：省エネ機器の買い替え促進 
（別表 1-3c②）、【環】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

電気ポット、食器洗い機、電球型蛍光灯等の省エネ機器の導入台数＜約 7,800 万

台> 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

電気ポット、食器洗い機、電球型蛍光灯等の省エネ機器の導入台数＜約 7,800 万

台> 
 

単位：万台 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

電気ポット 119 219 351 484 616 752     1,000   

食器洗い機 231 275 328 397 470 556     1,700   

電球型蛍光

灯 
7,247 7,540 8,027 8,664 9,458 10,497     5,050   

節水シャワ

ーヘッド 
254 452 654 859 1,069 1,283     1,500   

空調用圧縮

機省エネ制

御装置 

0.2 0.9 1.7 2.5 3.6 4.3     1.4   

       （最小値）

（最大値）        
※2005年度まで実績、2010年度は見込み    
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定義・算出方法 統計データや業界調べ等から把握 
出典、 
公表時期 

 

備考  
 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

 

 

［税制］ 

 

 

［予算／補助］ 

①主体間連携モデル推進事業（省エネ家電） 

②「環のくらし」普及啓発事業 

③地球温暖化防止大規模「国民運動」推進事業 

 

2006 年度予算額（2007 年度予算案） 

140 百万円（125 百万円） 

50百万円の内数（50百万円の内数）

3,000 百万円の内数 

（3,000 百万円の内数） 

［融資］ 

 

 

［技術開発］ 
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［普及啓発］ 

①省エネ家電の普及・推進のための「主体間連携モデル推進事業（省

エネ家電）」を実施 

②地球温暖化防止に資する省エネ型の家電製品等の選び方や使い方

などを、ユーザーの視点から分かりやすくまとめた小冊子を作成 

③各企業が一体となり、省エネ家電への買い替え促進を積極的にＰＲ

するために、「ハロー環境技術！」のロゴマークを制作 

 

2007 年度も引き続き実施 

 

2007 年度も引き続き実施 

 

2007 年度も引き続き実施 

［その他］ 

 

 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 

 

積算時に見込んだ前提    

・累積導入台数：電気ポット＜約 1,000 万台＞、食器洗い機＜約 1,700 万台＞、電球型蛍光灯＜約 5,100

万個＞、節水シャワーヘッド＜約 1,500 万個＞、空調用圧縮機省エネ制御装置＜約 14 千台＞ 

・機器の買い替えによる省エネ効果：電気ポット＜約 54％＞、食器洗い機＜約 56％＞、電球型蛍光灯＜約

80％＞、節水シャワーヘッド＜約 20％＞、空調用圧縮機省エネ制御装置＜約 13％＞ 

 

本対策の排出削減見込量の算定においては、①電気ポット、②食器洗い機、③電球型蛍光灯（家庭用と

業務用）、④節水型シャワーヘッド、⑤空調用圧縮機省エネ制御装置について、エネルギー消費量の少な

い製品への買い替えを想定した（なお、これらは省エネ法で定められた特定機器の対象外）。また、排出

削減見込量はそれぞれ以下のとおり算定した。 

排出削減見込量＝普及・導入台数×1台当たりの CO2 削減量（消費電力・燃料削減量より算出） 

 

①電気ポット 

電気ポットの平均使用年数は、メーカーの補修部品保有期間より 5 年間とし、国内出荷台数は、日本電

気工業会の資料より年間約 500 万台として、2010 年における電気ポットの保有台数を約 2,500 万台（5 年

間×500 万台/年＝約 2,500 万台）と想定した。また、メーカーカタログでは 2004 年に販売されている電

気ポットのうち約 6 割が省エネ型であること等から、今後販売される電気ポットのうち約 4 割（約 200 万

台/年）が省エネ型であると想定した。さらに、平均使用年数が約 5年間であることから、2005 年から 2010

年までに現在保有されている電気ポットがすべて買い替えられると考えられるため、2010 年における省エ

ネ型電気ポットの保有率を販売される電気ポットに占める割合と同程度と想定し、その保有台数を約

1,000 万台（2,500 万台×4割＝約 1,000 万台）とした。 

また、1 台当たりの消費電力削減量については、「地球温暖化防止に向けた住まいとくらしにおける取

組に係る調査業務報告書、平成 15 年（環境省調査）」より、従来型と省エネ型の電気ポットの年間消費電

力をそれぞれ 681kWh/年/台、314kWh/年/台とした（約 54％の省エネに相当）。 

これより、2010 年における消費電力の削減量は約 3,650 百万 kWh となり、約 220 万 t-CO2 の排出削減見

込量に相当すると推計される（(681-314) kWh/年/台×1000 万台×0.6kgCO2/ kWh（火力発電の排出係数）

=220 万 tCO2）。 

 

なお、排出削減量は、省エネ型機器の導入による削減効果を計上しており、省エネ型から省エネ型への
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買い替えについては控除していない。 

 

②食器洗い機 

食器洗い機の導入台数については、直近数年間で加速的に導入が進んでおり、2003 年時点で約 360 万台

まで普及している（「生産動態統計機械統計」）。生活における利便性の向上につながる機器であるため、

今後も直近数年間のペースで導入が進むと想定し、2004-2010 年の 7 年間で約 1,700 万台の導入を想定し

た。 

また、本機器の導入による省エネ率は、メーカーヒアリング結果より約 56％と想定し、これより 1台当

たりの CO2 削減量は年間約 69kg-CO2/台と想定した。 

これより、2010 年における CO2 排出削減見込量は約 120 万 t-CO2 となる（69kgCO2/台×1700 万台=120

万 tCO2）。 

 

省エネ率は、メーカーヒアリングにより算定している。 

 

③電球型蛍光灯 

＜家庭用＞ 

2010 年度の世帯数は「国立社会保障・人口問題研究所」の中位推計（2002 年 1 月）に基づき 5,014 万世

帯とした。家庭用の電球型蛍光灯の導入個数については、一世帯当たりの白熱灯が 5 個（玄関、廊下、ト

イレ、風呂、洗面所）と設定し、2010 年までに全世帯のうち約 2割において全ての白熱灯を電球型蛍光灯

に変更すると想定した（5個/世帯×5,014 万世帯×2割＝約 5,000 万個）。 

また、1 個当たりの消費電力削減量については、メーカーヒアリング結果より、白熱灯と電球型蛍光灯

の消費電力をそれぞれ 60W、12W とした（約 80％の省エネに相当）。さらに、1日当たり 2時間電灯を使用

すると想定して年間点灯時間を 730 時間とし、1個当たりの消費電力削減量を約 35kWh/個（（60W-12W）×

730 時間＝約 35kWh/個）とした。 

 

＜業務用＞ 

業務用の電球型蛍光灯の導入個数については、業務部門全体の白熱灯の保有台数約 240 万個のうち、毎

年約 8万個が電球型蛍光灯に買い替えられると想定し、2005-2010 年の 6年間で約 50 万個が導入されると

想定した（8万個/年×6年間＝約 50 万個、業務部門全体の白熱灯の保有台数の約 2割に相当）。なお、白

熱灯の保有台数は、毎年業務用に販売される白熱灯約 580 万個（「生産動態統計機械統計」）から推計し

た。 

また、1 個当たりの消費電力削減量については、メーカーヒアリング結果より、白熱灯と電球型蛍光灯

の消費電力をそれぞれ 60W、12W とした（約 80％の省エネに相当）。さらに、1 日当たり 12 時間電灯を使

用し、点灯日数を 200 日間と想定して年間点灯時間を 2,400 時間とし、1 個当たりの消費電力削減量を約

115kWh/個（（60W-12W）×2,400 時間＝約 115kWh）とした。 

 

以上より、2010 年における消費電力の削減量は約 1,800 百万 kWh（5,000 万個×35kWh／個＋50 万個×

115kWh／個＝1,800 百万 kWh）となり、約 110 万 t-CO2 の排出削減見込量に相当すると推計される

（((60-12)W/個×730 時間×5000 万個+(60-12)W/個×2400 時間×50 万個)×0.6kgCO2/ kWh（火力発電の排

出係数）=110 万 tCO2）。 

 

なお、2000 年の時点で既に大幅に超過達成している数字を 2010 年の対策効果指標と設定しているが、



 

 
- 159 -

これは、目達計画策定時においては、統計の不備等から電球型蛍光灯の総数が不明であったが、2005 年か

ら機械統計に電球型蛍光灯が計上され、より正確なデータが把握できるようになったことによる。 

 

④節水シャワーヘッド 

節水シャワーヘッドの導入個数は、2010 年において全世帯のうち 3 割に導入されると想定し、約 1,500

万個（5,014 万世帯×3割＝約 1,500 万個）とした。 

また、1 個当たりの消費燃料の削減量については、「東京都水道局パンフレット」より通常のシャワー

の使用水量を 12 リットル/分と想定し、シャワーの使用時間を一回当たり 10 分と想定し、メーカーヒアリ

ング結果より節水シャワーヘッドを導入することで約 2 割の節水が達成されるとして、1 回当たりの節水

量を 24 リットル/回（12 リットル/分×10 分/回×2 割＝24 リットル/回）とした。さらに、20℃の水道水

をガス式の給湯器で 40℃まで加熱すると想定し、1 回当たりの省エネ量を約 2.0MJ/回（24 リットル/回×

（40℃－20℃）cal/g×0.00419MJ/kcal＝約 2.0MJ/回）とした。シャワーは 1 日 1 回使用すると想定（年

間 365 回/個）し、1 個当たりの消費燃料の削減量を約 733MJ/個（2.0MJ/回×365 回/個＝約 733MJ/個）と

見込んだ。 

以上より、2010 年における消費燃料の削減量は約 11,000TJ となり、約 59 万 t-CO2 の排出削減見込量に

相当すると推計される（11000TJ×0.000054tCO2/ TJ（都市ガスの排出係数）=59 万 tCO2）。 

  

 省エネルギーセンターが実施している「省エネルギー対策実態調査 家庭編」における省エネシャワー

ヘッドの導入率を元に、導入個数を推計している。 

 

⑤空調用圧縮機省エネ制御装置 

空調用圧縮機省エネ制御装置については、2010 年までに BEMS が導入されていない事務所・ビル、卸小

売、飲食店に対して導入が進むことを前提とした。業務用の空調機の平均使用年数を 15 年と想定し、2008

年より更新される空調機と、2007 年時点で耐用年数が 12 年以上残っている既存の空調機にも導入される

と想定し、導入対象となる事業所のうち 2010 年において 4 割（（2010－2008＋1）／15＋（15－12）／15

＝4 割）に導入されるとした。また、導入対象となる事業所の床面積を、別途推計した業種別床面積と BEMS

の導入率より 687 百万 m2 と想定し、事業所当たりの床面積を 2万 m2/事業所と想定して、本装置の導入個

数を約 14,000 台（687 百万 m2／2 万 m2/事業所×4割＝約 14,000 台）とした。 

また、1 台当たりの消費電力削減量については、メーカーヒアリング結果より省エネ効果を 13％とし、

「建築統計年報」と「エネルギー経済統計要覧」より、導入対象となる事業所の空調用途の電力消費量を

約 45 万 kWh/事業所と想定して、約 5.8 万 kWh/台（45 万 kWh/事業所×13％＝約 5.8 万 kWh/台）とした。

以上より、2010 年における消費電力の削減量は約 800 百万 kWh となり、約 49 万 t-CO2 の排出削減見込量

に相当すると推計される（45 万 kWh×0.13×1.4 万台×0.6kgCO2/ kWh（火力発電の排出係数）=49 万 tCO2）。

  

なお、空調用圧縮機省エネ制御装置とは、室内の快適性を損なわない範囲で空調用圧縮機の発停止を自

動的に行って稼働時間を短縮し、圧縮機の電力消費量を削減する装置のこと。中小ビルの空調システムと

して一般的なパッケージ空調機への導入が可能な、後付け用汎用型装置であり、一定間隔で圧縮機を停止

させる停止装置、サーモスタットを利用する制御装置等である。導入実績数については、主要メーカーか

らの販売実績を合計している。省エネ率は、メーカーヒアリングにより算定している。 

 

以上より、①～⑤より本対策全体の排出削減見込量を 220＋120＋110＋59＋49≒約 560 万 t-CO2 と算定

した。 
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２―２７：エネルギー供給事業者等による消費者へのエネルギー情報の提

供 
（別表 1-3c③）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

エネルギー供給事業者による情報提供実績等 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

エネルギー供給事業者による情報提供実績等 

 
 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

          
 
 
定義・算出方法  

出典、公表時期  

備考  

 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006 年度実績見込み 

（2007 年度予定） 

［法律・基準］ 

・省エネルギー法 

 エネルギー供給事業者等は、一般消費者に対して省エネに関する情

報提供に努めることが義務付けられている（2006 年 4 月施行）。 

 

一定規模以上の一般電気事業者及

び一般ガス事業者は、一般消費者

に対する省エネに関する情報提供

の実施状況について、毎年、公表

するよう努めることとされてい

る。各社の 2006 年度における実施

状況が、2007 年度に公表される予

定。 

［予算／補助］ 

・エネルギー供給事業者主導型総合省エネルギー連携推進事業 

 

15.2 億円（2006 年度） 

11.6 億円（2007 年度） 

［普及啓発］ 

 省エネラベリング制度、省エネ型製品販売事業者評価制度、全国統

一省エネラベル等を通じた消費者への省エネ情報の積極的な提供。 
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３．排出削減見込量の根拠等 
 

①まず、エネルギー供給事業者等による情報提供により、家庭部門の 25％、業務部門の 2％が実際に省エネ

に取り組むと仮定。 

②情報提供により省エネに取り組んだ場合、その効果（エネルギー消費量の削減率）は、家庭部門で 5％、

業務部門で 20％と想定（それぞれ、約 3,000 世帯における省エネナビ導入の実績値、約 100 学校における

省エネナビ導入の実績値）。 

③2003 年度における家庭部門のエネルギー消費量は 5,340 万 kl、業務部門は 7,320 万 kl。 

 

したがって、情報提供による省エネ効果は、以下のように推計される。 

5,340 万 kl×25％×5％＋7,320 万 kl×2％×20％≒約 100 万 kl 
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２―２８：高効率給湯器の普及 
（別表 1-3c⑤）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器の普及台数＜520 万台＞ 

潜熱回収型給湯器の普及台数＜291 万台＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器の普及台数＜約 520 万台＞ 

潜熱回収型給湯器の普及台数＜約 280 万台＞ 
 

（単位：万台） 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯

器普及台数（万台） 
4 12 25 48 100 169 264 381 520 

  

（最小値）     446   

潜熱回収型給湯器普及台数

（万台） 
1 3 9 23 38 63 101 171 291 

  

（最大値）     326   

※ CO2冷媒ヒートポンプ給湯器普及台数：2005年度までは実績、2006年度以降は見込み 

※ 潜熱回収型給湯器普及台数：2005年度までは実績、2006年度以降は見込み 
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定義・算出方法 普及台数は業界ヒアリング 

出典、公表時期 「CO2冷媒ヒートポンプ給湯器普及促進研究会（2005年 3月とりまとめ）」及び「高効率ガス給湯

器普及促進研究会（2005年 3月とりまとめ）」 

備考  

 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

 

 

［税制］ 

 

 

 

［予算／補助］ 
・高効率給湯器導入支援補助金（CO2冷媒ヒートポンプ給湯器及び潜熱
回収型給湯器分） 
 

 

141億円（2006年度） 
146億円（2007年度） 

［融資］ 

 

 

 

［技術開発］ 

 

 

 

［普及啓発］ 

 

 

［その他］ 

 

 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 
 

2010 年度において普及している各高効率給湯器の１台当たりの省エネ量と普及台数から省エネ量を算出。

（１）CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器 

 家庭用：0.38ｋｌ／台×516 万台＝196 万ｋｌ・・・① 

 業務用：5.8ｋｌ／台×6万台＝37 万ｋｌ・・・② 

 

（２）潜熱回収型給湯器 

 家庭用：0.08ｋｌ／台×291 万台＝23 万ｋｌ・・・③ 

 

よって、①＋②＋③＝約 260 万ｋｌ 

 

なお、各機器の１台当たりの省エネ量に関する想定は以下の通り。 
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a． 家庭用の CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器の一台当たりの省エネ量 
前提条件： １台当たりの給湯負荷 ３，１００千 kcal（A） 

        従来給湯器効率７４％（B）、CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器効率４４７％（C）※ 

 

従来給湯器消費量（D）          Ａ÷Ｂ＝４，１８９ 千ｋｃａｌ 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器消費量（E）  Ａ÷Ｃ＝６９４ 千ｋｃａｌ 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器一台当たりの省エネ量 

D－E＝３，４９５（千ｋｃａｌ）≒０．３８ｋｌ（原油換算） 

 

ｂ．業務用の CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器の一台当たりの省エネ量 

前提条件： １台当たりの給湯負荷 ５５，２４６千 kcal（F） 

       ボイラー給湯器効率８０％（G）、業務用 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器効率３５０％（H）※

 

ボイラー給湯器消費量（I）          F÷G＝６９，０５８ 千ｋｃａｌ 

業務用 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器消費量（J） F÷H＝１５，７８５ 千ｋｃａｌ 

業務用 CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器一台当たりの省エネ量 

 I－J＝５３，２７３（千ｋｃａｌ）≒５．８ｋｌ（原油換算）

 

ｃ．家庭用の潜熱回収型給湯器の一台当たりの省エネ量 

前提条件： １台当たりの給湯負荷 ３，１００千 kcal（A） 

        従来給湯器効率７４％（B）、潜熱回収型給湯器効率９０％（K）※ 

 

従来給湯器消費量（D）          Ａ÷Ｂ＝４，１８９ 千ｋｃａｌ 

潜熱回収型給湯器消費量（L）      Ａ÷K＝３，４４４ 千ｋｃａｌ 

CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器一台当たりの省エネ量 

D－L＝７４５（千ｋｃａｌ）≒０．０８ｋｌ（原油換算） 

 

※２０１０年度における各高効率給湯器のストックの平均効率 
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２―２９：業務用高効率空調機の普及 
（別表 1-3c⑥）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

高効率空調機の導入量＜141 万冷凍トン＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

高効率空調機の導入量＜約 12,000 台＞ 

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

高効率空調機普及台数（台） 55 125 301 528        
※ 2005年度までは実績   

 

定義・算出方法 普及台数は業界ヒアリング 

備考 高効率空調機１台当たりの CO2排出削減量は、目標達成計画策定当初の見込みより増加しており、対

策評価指標としては不適切。したがって、下記の高効率空調機普及冷凍能力の推移を評価する必要。 

 

関連指標１：高効率空調機普及冷凍能力 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

高効率空調機普及冷凍能力

（万 RT※） 
1.6 4.9 11.0 18.9     141 

  

（最小値）     92.5   

※ 2005年度までは実績、2010年度は見込み    

※ １RT（冷凍トン）は、０℃の水１トンを 24時間で０℃の氷にする能力 

 

定義・算出方法 普及冷凍能力は業界ヒアリング 
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２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

 

 

［税制］ 

・エネルギー需給構造改革投資促進税制 
高効率空調機を導入した場合に、取得価額の 30％の特別償却を認
める等の減免措置（2006年度に新規実施）。 

 

継続 

［予算／補助］ 

・高効率空調機導入支援事業 
・先導的システム導入支援事業（うち建築物分） 
・エネルギー使用合理化事業者支援事業 
  

2006 年度予算額（2007 年度予算案） 

9.5億円 （4.8億円） 

15億円  （11億円） 

242億円 （269億円） 

 

［融資］ 

 

 

 

［技術開発］ 

 

 

 

［普及啓発］ 
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施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［その他］ 

 

 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 
 

市場における空調機ストック冷凍能力 1500万 RT 
2010年度までの高効率空調機ストック冷凍能力 141万 RT 
 
2010年度におけるエネルギー消費量は、 
① 燃焼式空調機ストック（約 951万 RT※１）×１RT当たりの熱量（3024千 kcal／RT・1000時間）÷COP
（0.9）＝約 345万ｋｌ（原油換算） 

② 電気式空調機ストック（約 408万 RT※２）×１RT当たりの熱量（3024千 kcal／RT・1000時間）÷COP
（4.3）＝約 31万ｋｌ（原油換算） 

③ 高効率空調機ストック（約 141万 RT）×１RT当たりの熱量（3024千 kcal／RT・1000時間）÷COP
（6.1）＝約 8万ｋｌ（原油換算） 
よって、①＋②＋③＝約 384万ｋｌ 

④ 高効率空調機の導入が進まない場合、2003年度実績と同程度の約 415万ｋｌ 
 
④－（①＋②＋③）より、2010年度における省エネ量は約 30万ｋｌ 
 
※１（1500万 RT－141万 RT）×0.7（シェア割合）＝約 951万 RT 
※２（1500万 RT－141万 RT）×0.3（シェア割合）＝約 408万 RT 
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２―３０：業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及 
（別表 1-3c⑦）、【環】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及台数＜約 16,300 台＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及台数＜約 16,300 台＞ 
 

（単位：台数） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

業務用省エネ型冷

蔵・冷凍機の普及台数 
400 1,100 1,800 2,848 5,468 8,122 10,839 13,557 16,275   

       （最小値）

（最大値）        
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定義・算出方法 ① コンビニへの導入台数：冷蔵・冷凍機メーカーからのヒアリングによる。2006 年度以降は、設

備の入れ替えを行われる店舗の約 6割に導入されると想定。 

② 冷凍倉庫等への導入台数：「省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業」による導入台

数（累積）。 

2006 年以降は、１事業所当たり１台導入すると仮定。2008 年以降は、補助事業の効果によ
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り、冷凍装置が置換される事業所のうち約 5割に導入されると想定 

出典、公表時期 ① コンビニへの導入台数：冷蔵・冷凍機メーカーからのヒアリングによる。 

② 冷凍倉庫等への導入台数：補助事業実績 

備考  

 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 
 

 

［税制］ 
 
 

 

［予算／補助］ 
・業務部門二酸化炭素削減モデル事業 
・省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業 
  

2006 年度予算額（2007 年度予算案） 

1.5億円（2.5億円） 
 2億円（2億円） 
 

［融資］ 
 

 

［技術開発］ 
 

 

［普及啓発］ 
 

 

［その他］ 
 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 

 

目標達成計画策定時の積算で見込んだ前提    

・業務用省エネ型冷蔵・冷凍機の普及台数＜約 16,000 台＞、冷凍倉庫等への導入台数＜約 275 台＞ 

・業務用省エネ型冷蔵・冷凍機 1台当たりの消費電力削減量＜約 62 千 kWh＞ 

・冷凍倉庫等の 1台当たりの消費電力削減量＜約 188 千 kWh（冷凍能力 500W の場合）＞ 

 

「排出削減見込量」の算出に至る計算根拠・詳細説明 

本対策の排出削減見込量の算定においては、①コンビニへの業務用省エネ型冷蔵・冷凍機・空調一体シ

ステムと、②冷凍倉庫等への低温用自然冷媒冷凍装置の導入を想定した。また、排出削減見込量は以下の

とおり算定した。 

  排出削減見込量＝普及・導入台数×1台当たりの CO2 削減量（消費電力削減量より算出） 
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①コンビニへの業務用省エネ型冷蔵・冷凍機・空調一体システムの導入 

普及・導入台数については、導入先であるコンビニの店舗の設備の耐用年数はメーカーヒアリング結果

より８年程度であるので、約 10 年間と設定し、2005-2010 年の 6年間で約 6割程度（6年間／10 年間）の

設備の入れ替えが行われると想定した。このうち、「業務部門二酸化炭素削減モデル事業（2 億円、平成

17 年度予算）」の実施等も踏まえて約 6割の店舗に省エネ型冷蔵・冷凍機・空調一体システムが普及する

と想定し、2010 年においてコンビニ全体（約 40,000 店舗、日本フランチャイズチェーン協会資料）のう

ち約 4割（6割×6割＝約 4割、約 16,000 店舗）において導入されるとし、約 16,000 台の導入を見込んだ。

また、1台当たりの消費電力削減量は、メーカーヒアリング結果より約 62 千 kWh/年とした。 

これより、本対策による 2010 年における消費電力の削減量は約 992 百万 kWh となり、約 60 万 t-CO2 の

排出削減見込量に相当すると推計される。 

 

②冷凍倉庫等への低温用自然冷媒冷凍装置の導入 

普及・導入台数については、「省エネ型低温用自然冷媒冷凍装置の普及モデル事業（2億円、平成 17 年

度予算）」等により、2005-2007 年においては年間 14 事業所（計 42 事業所）、2008 年以降は、冷凍装置

が置換される事業所（年間 155 事業所、メーカーヒアリング結果）のうち約 5 割に導入されると想定し、

2008-2010 年までの 3年間において 233 事業所（155×0.5×3 年間＝233 事業所）への導入を想定した。こ

れらの合計で 2010 年度において 275 台（1事業所当たり 1台）の導入を見込んだ。 

また、1台当たりの消費電力削減量は、メーカーヒアリング結果より年間約 188 千 kWh/年とした。 

これより、本対策による 2010 年における消費電力の削減量は約 52 百万 kWh となり、約 3万 t-CO2 の排

出削減見込量に相当すると推計される。 

 

以上より、排出削減見込量を 60＋3＝63≒約 60 万 t-CO2 とした。 

 

 
 
 



 

 
- 171 -

２―３１：高効率照明の普及（ＬＥＤ照明） 
（別表 1-3c⑧）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

高効率照明の普及率＜約０．８％＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

高効率照明の普及率＜約 10％＞ 
 

（単位：％） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

高効率照明の普及率 0.06 0.09 0.14 0.18     0.76   

（最小値）     0.41   

※ 2005年度までは実績、2010年度は見込み 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

年度

普
及
率
（
％
）

※目標達成計画における目標値は１０％

 
定義・算出方

法 
ＬＥＤ照明の普及台数について照明器具工業会からヒアリング 

備考 2010年度時点において、蛍光灯に代替してＬＥＤが普及する見込みなし。一方、白熱灯に
代替するＬＥＤは、目標達成計画策定時の見込みより大幅に下回って普及する見込み。 
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２．国の施策 

 

施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

 

 

［税制］ 

・エネルギー需給構造改革投資促進税制 

高効率照明設備を取得した場合に、取得価額の 30％の特別償却を認める等

の減免措置（2006年度から実施） 

 

 

継続 

［予算／補助］ 

 

［融資］ 

 

 

［技術開発］ 

エネルギー使用合理化技術戦略的開発事業により、高効率照明の更なる高効

率化及び低コスト化を図る技術開発を支援（2003年度から実施）。 

 

 

継続 

［普及啓発］ 

 

 

［その他］ 

 

 

 

 
３．排出削減見込量の根拠等 
 
目達計画策定当初の見込みより、ＬＥＤ照明の技術開発が進んでいない。その結果、（電球型蛍光灯が白

熱灯に代替したときのように）電球を交換するだけでＬＥＤ照明が代替するという状態にはなく、大き

な改修が必要。したがって、新築建築物の一部のみにしかＬＥＤ照明は導入が進んでいない状況。 
なお、現状のＬＥＤ照明のエネルギー消費効率及び価格を考慮すると、２０１０年までに、蛍光灯に代

替する可能性は低く、白熱灯の一部に代替するにとどまるという業界の見通し。 
 
現在の実績及び業界目標を勘案し、2010年度における普及率を暫定的に推計すると、約 0.8％の見込み。 
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２―３２：待機時消費電力の削減 
（別表 1-3c⑨）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

機器ごとの待機時消費電力削減（１Ｗ以下）達成状況 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

機器ごとの待機時消費電力削減（１Ｗ以下）達成状況 
 

（単位：－） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

機器ごとの待機時消費

電力削減（１Ｗ以下）

達成状況 

 ※１ ※２         

※１ （社）電子情報技術産業協会、（社）日本電機工業会の自主的取組により、オーディオコンポ、ＣＲＴテレビ、

ビデオ内蔵テレビ、電子レンジ、ポータブルシステム、ビデオディスクプレーヤー、電機炊飯器、洗濯機につ

いて待機時消費電力１Ｗ以下を達成。 

※２ （社）日本冷凍空調工業会の自主的取組により、エアコンについて待機時消費電力１Ｗ以下を達成。 

 

定義・算出方法 2003年度、2004年度の待機時消費電力調査結果による。 

 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［法律・基準］  

［税制］  

［予算／補助］  

［融資］  

［技術開発］  

［普及啓発］  

［その他］ 

企業の自主的な対応。 
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３．排出削減見込量の根拠等 
 

・新機器への置き換えがない場合のエネルギー消費量と比較して、省エネとなる。 
・業界自主取組により、9品目について、2003年度末までに待機時消費電力 1Ｗ以下を達成済み（エアコ
ンについては、2004年 9月までに達成）。このため、2003年度以降に出荷される機器は、1Ｗ以下の達
成機器として随時ストック（保有台数）分と置き換わっていくこととなる。 
・企業の自主的な対応により導入量を達成。 
 
○「達成機器への置き換えがなかった場合の 2010年度におけるエネルギー消費量」－「達成機器への置き
換えがあった場合の 2010年度におけるエネルギー消費量」により算出。 
・エネルギー消費量＝「2010 年度保有台数」×「2010 年度における 1 台当たりの 1 時間保有待機時消費
電力」×「2010年度待機時消費電力発生時間」 

 ここで、 
(1)「2010年度保有台数」＝2010年度世帯数×2010年度機器の保有率 
  ※達成機器への置き換えがなかった場合と、達成機器への置き換えがあった場合の保有台数は同じ。 
  世帯数は、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計値（中位推計）と、（財）日本エネルギー

経済研究所推計の世帯人員により算出。また、機器の保有率は、内閣府の消費動向調査から回帰推計。 
(2)「2010 年度における 1 台当たりの 1 時間保有待機時消費電力」は、各年度に出荷された製品について
機器寿命に応じた 2010年度における残存台数に出荷年度毎の 1台当たりの 1時間待機時消費電力を
掛け合わせたものを足し合わせた数値を、2010年度に存在する全機器数で除して算出されるストック
ベースの 1台当たりの 1時間待機時消費電力をいう。 

  1台当たりの 1時間待機時消費電力は、目標年度（2003年度。エアコンは 2004年 9月）以前は、（財）
省エネルギーセンターが毎年実施している待機時消費電力調査結果により、目標年度は、（社）電子

情報産業協会、（社）日本電機工業会、（社）日本冷凍空調工業会調査結果による。なお、その後 2010
年度までは一定とする。 

(3)「2010 年度待機時消費電力発生時間」は、（財）省エネルギーセンターが行った調査による機器ごと
の待機時消費電力発生時間とする（Ｈ13年度家庭用エネルギー消費機器の使用実態調査。約 1,500世
帯）。 
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２―３３：混合セメントの利用拡大 
（別表 2-①）、【経（環）】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合＜24.8％＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合＜24.8％＞ 
 
 

（単位：％） 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

セメント生産量

に占める混合セ

メント生産量の

割合 

20.6 21.5 21.9 22.9 22.6 

22.1 

(21.9)

※1 

21.4 

 

21.4 

※2 

23.6 

※3 
23.9 24.2 24.5 24.8 

※ 2005年度までは実績、2006年度以降は予測。 
※1 括弧内は、対策評価指標の 2010年度見込みを算出する際に用いた暦年の実績値 
※2 暦年の実績値。6月下旬に年度の実績値が確定する見込み 
※3 6月下旬に暦年の実績値が確定する見込み 
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定義・算出方法 セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合[％] 

 ＝混合セメント生産量[千 t]／セメント生産量[千 t] 

出典、公表時期 ・2010年度のセメント生産量＜68,004千 t＞ 

  「2030年のエネルギー需要展望」（平成 17年 3月、総合資源エネルギー調査会受給部会） 

・2010年度の混合セメント生産量＜16,885千 t＞ 

  1998年度のセメント生産量に占める混合セメント生産量の割合実績値と年度実績が明らかにな

っている直近４か年（2001～2004 年度）までの割合実績値の平均値を外挿し、2010 年度にお

けるセメント生産量に占める混合セメント生産量の割合を求め、2010年度セメント生産量に当

該割合を乗じて算出 

・セメント生産量の実績値 

「窯業・建材統計年報」及び「貿易統計」 

・混合セメント生産量の実績値 

  「窯業・建材統計年報」 

備考  

 
 

関連指標１：石灰石１t当たりの CO2排出量＜415kg-CO2/t＞ 
 
定義・算出方法 石灰石１t当たりの CO2排出量[kg-CO2/t] 

 ＝CO2の分子量／CaCO3の分子量×石灰石の純度 

出典、 

公表時期 

・CO2の分子量＜44.0098＞ 
・CaCO3の分子量＜100.0872＞ 
・石灰石の純度＜0.943＞ 
  2002年度業界調べ 

 
 
関連指標２：石灰石使用量（乾重量）＜2010年度における見込み量：69,140dry-千 t＞ 
 
定義・算出方法 石灰石使用量（乾重量）[dry-千 t] 

 ＝ （普通セメント生産量[千 t]×普通セメントの石灰石使用量比率[dry-t/t]） 
+ （混合セメント生産量[千 t]×混合セメントの石灰石使用量比率[dry-t/t]） 

出典、 

公表時期 

・2010年度の普通セメント生産量＜51,119千 t＞ 
  対策評価指標＜2010年度見込み＞の「出典、公表時期」における「2010年度のセメ
ント生産量」（68,004千 t）から「2010年度の混合セメント生産量」（16,885千 t）を
差し引いた量 

・普通セメントの石灰石使用量比率＜1.092dry-t/t＞ 
  2002年度業界調べ 
・2010年度の混合セメント生産量＜16,885千 t＞ 
  対策評価指標＜2010年度見込み＞の「出典、公表時期」に同じ 
・混合セメントの石灰石使用量比率＜0.630dry-t/t＞ 
  2002年度業界調べ 
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２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 
【環境省実施】 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成十二年五月

三十一日法律第百号）（2000年 5月 31日施行） 
環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2001 年２月閣議決
定）において混合セメントを環境物品に指定 
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購

入法）は、2000 年 5 月 31 日に公布され、2001 年 4月 1日から全面

施行された。同法は、国等の公的機関が率先して環境負荷低減に資

する製品等の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な

情報提供を促進することにより、需要の転換を図り，持続的発展が

可能な社会の構築を推進することを目指している。 

 

 
 
 
 
継続  

［税制］ 
 

 

［予算／補助］  
 

［融資］ 
 

 

［技術開発］ 
 

 

［普及啓発］ 
【環境省実施】 
グリーン購入法基本方針に係るブロック別説明会 

 
 
継続 

［その他］ 
 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 
 

対策評価指標について、セメント生産量に占める混合セメント生産量の割合の年度実績が明らかになっ

ている直近４か年（2001～2004 年度）の推移を勘案し、今後の製造事業者による消費者への情報提供等
による適確な供給、グリーン購入法に基づく率先導入の推進による需要の拡大を踏まえ、2010年度におけ
る見込みを算定。 
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２―３４：廃棄物の焼却に由来する二酸化炭素排出削減対策の推進 
（別表 2-②）、【環】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

一般廃棄物（プラスチック）の焼却量＜約 4,500 千トン＞ 

産業廃棄物（廃プラスチック類）の焼却量＜約 2,000 千トン＞ 

産業廃棄物（廃油）の焼却量＜約 2,300 千トン＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

一般廃棄物（プラスチック）の焼却量＜約 4,500 千トン＞ 

産業廃棄物（廃プラスチック類）の焼却量＜約 2,000 千トン＞ 

産業廃棄物（廃油）の焼却量＜約 2,300 千トン＞ 
 

（単位：千トン） 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
一般廃棄物（プラスチック）

の焼却 

4,914 4,844 4,462      4,476   

産業廃棄物（プラスチック・

廃油）の焼却 

3,876 4,533 4,011      4,276   

    （最小値）

（最大値）
    

●一般廃棄物（プラスチック）の焼却：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 
●産業廃棄物（廃プラスチック・廃油）の焼却：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 
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定義・算出方法 一般廃棄物については各市町村へ、産業廃棄物については各都道府県への調査を集計して、若干の補

正を行って算出 

出典、公表時期 「日本の廃棄物処理」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 
毎年度１１月頃公表 
「産業廃棄物排出・処理状況調査」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課）毎年

度１１月頃公表 
「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循環利用量実態

調査編）」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課） 
毎年度３月頃公表 

備考 廃プラスチック焼却時に熱回収を行う場合であっても、排出される二酸化炭素は廃棄物の焼却に由来

する非エネルギー起源二酸化炭素として計上している。 

 
 
２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006 年度実績見込み 

（2007 年度予定） 

［法律・基準］ 

・ 循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画

に定める目標の達成に向けた取組 

 

・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の２に基づき設定（平

成１７年５月改正）した廃棄物減量化目標値の達成に向けた取組

 

・ 個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に基づく措置の実

施や評価、検討 

 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

 

平成18年６月に改正容器包装リサ

イクル法が成立 

食品リサイクル法の改正に関する

検討（食品リサイクル法の改正）

（家電リサイクル法の施行状況の

評価・検討） 

 

［税制］ 

 

 

［予算／補助］ 

・廃棄物処理施設整備費補助 

 

 

・循環型社会形成推進交付金 

 

 

・廃棄物処理施設における温暖化対策事業 

 

2006年度予算額（2007年度予算案）

50,248 百万円の内数 

（38,261 百万円の内数） 

 

48,383 百万円の内数 

（51,521 百万円の内数） 

 

1,505 百万円（2,117 百万円） 

 

［融資］ 

 

 

［技術開発］ 

 

 

［普及啓発］ 

・グリーン購入法に基づく廃棄物の削減に資する物品等の率先的購入

 

継続 
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［その他］ 

・ 一般廃棄物の標準的な分別収集区分や適正な循環的利用や処分の

考え方を示す「処理システムガイドライン」を作成 

 

・ 経済的インセンティブを活用し一般廃棄物の排出抑制や再生利用

の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進め

るため、「有料化ガイドライン」を作成し、一般廃棄物処理の有料

化の推進を図る。 

 

 

継続 

 

 

継続 

 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 
 
積算時に見込んだ前提    

・焼却量 1トン当たりの CO2 排出量（kg-CO2/t） 

  一般廃棄物（プラスチック）：2,670 

  産業廃棄物（廃プラスチック類）：2,600   

  産業廃棄物（廃油）：2,900 

 

廃棄物の焼却に由来する二酸化炭素の排出量は、以下の式により算出する。 

焼却に伴う排出量＝種類別の廃棄物焼却量×種類別排出係数 

 

一般廃棄物及び産業廃棄物の焼却に伴う排出量については、「廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標」

及び「循環型社会形成推進基本計画」に沿ってリサイクル及び廃棄物処理が着実に実行されると想定し、

本計画の下での一般廃棄物及び産業廃棄物の循環利用量を用いて廃棄物焼却量を表のとおり算定した。 

また、廃棄物の種類別の排出係数は、1998-2000 年度の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）

における排出係数の平均値を用いて、一般廃棄物（プラスチック）では 2,670kg-CO2/t、産業廃棄物（廃

プラスチック類）では 2,600kg-CO2/t、産業廃棄物（廃油）では 2,900kg-CO2/t とした。 

これより、廃棄物の焼却に由来する CO2 排出削減対策を推進した場合と推進しなかった場合の 2010 年度

における CO2 排出量を表のとおり推計した。対策の推進による CO2 排出削減見込量は約 553 万 t-CO2≒約

550 万 t-CO2 と推計された。 

 

表．2010 年度における廃棄物焼却量及び CO2 排出量 

廃棄物焼却量 

（千トン、乾重量ベース）

CO2 排出量 

（万 t-CO2） 種類 

対策なし 対策あり 対策なし 対策あり 

一般廃棄物（プラスチック） 5,298 4,476 1,414 1,195

産業廃棄物（廃プラスチック類、廃油） 5,556 4,276 1,514 1,181

合計     2,928 2,376
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２―３５：廃棄物の最終処分量の削減等 
（別表 3-1①）、【環】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

一般廃棄物（食物くず・紙くず・繊維くず・木くず）の最終処分量 

＜約 310 千トン／年＞ 

産業廃棄物（家畜死体・動植物性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）の 

最終処分量＜約 120 千トン／年＞ 

焼却炉種類別割合＜全連続炉：84%、准連続炉：11%、バッチ炉：5%＞ 

一般廃棄物焼却量＜約 33,300 千トン＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

一般廃棄物（食物くず・紙くず・繊維くず・木くず）の最終処分量 

＜約 310 千トン／年＞ 

産業廃棄物（家畜死体・動植物性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）の 

最終処分量＜約 120 千トン／年＞ 

焼却炉種類別割合＜全連続炉：84%、准連続炉：11%、バッチ炉：5%＞ 

一般廃棄物焼却量＜約 33,300 千トン＞ 

 
 

（単位：千トン） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

●一般廃棄物（食物く

ず・紙くず・繊維くず・

木くず）の最終処分量 

631 628 609      310 

  

●産業廃棄物（家畜死

体・動植物性残渣・紙

くず・繊維くず・木く

ず）の最終処分量 

332 286 280      123 

  

●焼却炉種類別の割合            

全連続炉（単位：％） 82.1 84.0 84.7      83.8   

准連続炉（単位：％ 12.5 11.6 10.9      11.1   

バッチ炉（単位：％） 5.4 4.4 4.3      5.1   

●一般廃棄物焼却量 

（単位：千トン） 
41,972 41,933 41,023      33,256   

    （最小値）

（最大値）
    

※一般廃棄物（食物くず・紙くず・繊維くず・木くず）の最終処分量（千トン）：２００４年度まで実績、２０１

０年度は見込み 
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※産業廃棄物（家畜死体・動植物性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）の最終処分量（千トン）：２００４年度まで

実績、２０１０年度は見込み 

※焼却炉種類別の割合(%)（全連続炉、准連続炉、バッチ炉）：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 

※一般廃棄物焼却量(千トン)：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 

 
定義・算出方法 一般廃棄物（食物くず・紙くず・繊維くず・木くず）については各市町村へ、産業廃棄物（家畜死

体・動植物性残渣・紙くず・繊維くず・木くず）については各都道府県への調査を集計して、若干

の補正を行って算出。 

焼却炉種別の割合については、全焼却処分量に対する焼却炉別焼却量の割合 

 

出典、 

公表時期 

「日本の廃棄物処理」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 

毎年度１１月頃公表 

「産業廃棄物排出・処理状況調査」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課）毎

年度１１月頃公表 

「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循環利用量実

態調査編）」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課） 

毎年度３月頃公表 

備考  
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２．国の施策 

 

施策の全体像 
2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 
・ 循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画

に定める目標の達成に向けた取組 
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の２に基づき設定（平

成１７年５月改正）した廃棄物減量化目標値の達成に向けた取組 
・ 個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に基づく措置の実

施や評価、検討 
 

 
継続 
 
継続 
 
平成 18 年６月に改正容器包装リ
サイクル法が成立 
食品リサイクル法の改正に関する

検討（食品リサイクル法の改正） 
（家電リサイクル法の施行状況の

評価・検討） 
［税制］ 
 

 

［予算／補助］ 
・廃棄物処理施設整備費補助 
 
 
・循環型社会形成推進交付金 
 
 
・廃棄物処理施設における温暖化対策事業 
 

2006年度予算額（2007年度予算案）

50,248 百万円の内数 

（38,261 百万円の内数） 

 

48,383 百万円の内数 

（51,521 百万円の内数） 

 

1,505 百万円（2,117 百万円） 

 
［融資］ 
 

 

［技術開発］ 
 

 

［普及啓発］ 
・グリーン購入法に基づく廃棄物の削減に資する物品等の率先的購入 
 

 
継続 

［その他］ 
・ 一般廃棄物の標準的な分別収集区分や適正な循環的利用や処分の

考え方を示す「処理システムガイドライン」を作成 
・ 経済的インセンティブを活用し一般廃棄物の排出抑制や再生利用

の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進め

るため、「有料化ガイドライン」を作成し、一般廃棄物処理の有料

化の推進を図る。 
 

 
継続 
 
継続 
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３．排出削減見込量の根拠等 
 
積算時に見込んだ前提    

・埋立量 1トン当たりの CH4 排出量（kg-CH4/t） 

  厨芥類：143 

  紙類、繊維類：140 

  木くず：136 

・焼却量 1トン当たりの CH4 排出量（g-CH4/t） 

  全連続炉：7.3   准連続炉：68   バッチ炉：73 

 

 廃棄物処理に伴うメタンの排出量は、以下の式により算出する。 

①埋立に伴う排出量＝算定期間において分解する種類別の廃棄物量×種類別排出係数 

②焼却に伴う排出量＝焼却方式別の廃棄物焼却量×焼却方式別排出係数 

  

①一般廃棄物及び産業廃棄物の埋立に伴う排出量 

「廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標」及び「循環型社会形成推進基本計画」に沿ってリサイクル

及び廃棄物処理が着実に実行されると想定し、本計画の下での一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量を

用いて直接最終処分量を表 1のとおり算定した。 

また、廃棄物の種類別の排出係数は、1998-2000 年度の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）

における排出係数の平均値を用いて、厨芥類では 143kg-CH4/t、紙類・繊維類では 140kg-CH4/t、木くずで

は 136kg-CH4/t とした。 

これより、一般廃棄物及び産業廃棄物の最終処分量の削減対策を実施した場合と実施しなかった場合の

2010 年度における CH4 排出量を表 1 のとおり推計した。対策の推進による CH4 排出削減見込量は約 53.7

万 t-CO2 と推計された。 

 

表１．2010 年度における廃棄物埋立量及び CH4 排出量 

廃棄物埋立量（千ト

ン、乾重量ベース）
CH4 排出量（万 t-CO2）

種類 

対策なし 対策あり 対策なし 対策あり

厨芥類（食物くず） 186 101 52.4 38.7

紙布類（紙くず＋繊維くず） 573 172 127.6 106.5
一般 

廃棄物 
木竹類（木くず） 60 37 56.2 56.2

厨芥類（家畜死体＋動植物性残渣） 145 56 31.7 17.3

紙布類（紙くず＋繊維くず） 102 22 18 13.8
産業 

廃棄物 
木竹類（木くず） 96 45 72.1 72

合計 358.1 304.4

 

※排出削減見込量の具体的な推計においては、廃棄物の種類別埋立量に経過年の分解率を乗じて、2010 年

度以前に埋め立てられた廃棄物のうち 2010 年度に分解される炭素分の合計を算定し、さらに排出係数を

乗じることで算定している。 
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②一般廃棄物の焼却に伴う CH4 排出量 

「廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標」及び「循環型社会形成推進基本計画」に沿ってリサイクル

及び廃棄物処理が着実に実行されると想定し、本計画の下での一般廃棄物の焼却量を用いて廃棄物焼却量

を表 2のとおり算定した。 

また、焼却方式については、「日本の廃棄物処理」を基に、焼却炉の耐用年数を 20 年と仮定し、100t/d

以上の准連続炉は更新時に全連続炉に置き換わり、バッチ炉は更新時に処理能力にして半分の炉が全連続

炉に統合されると想定し、将来における焼却方式別焼却割合を表 2 のとおり推計した。さらに、廃棄物の

焼却方式別の排出係数は、1998-2000 年度の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）における排出

係数の平均値を用いて、全連続式では 7.3g-CH4/t、准連続式では 68g-CH4/t、バッチ炉では 73g-CH4/t と

した。 

これより、一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等を実施した場合と実施しなかった場合の 2010

年度における CH4排出量を表 2のとおり推計した。対策の推進による CH4排出削減見込量は約 0.7万 t-CO2

と推計された。 

 

表２．2010 年度における廃棄物焼却量、焼却方式別割合及び CH4 排出量 

廃棄物焼却量 

（千トン、乾重量ベース）

CH4 排出量 

（万 t-CO2） 種類 

対策なし 対策あり 対策なし 対策あり 

全焼却量 46,066 33,256  

全連続炉 79.50% 83.80% 0.6 0.4 

准連続炉 14.10% 11.10% 0.9 0.5 
焼却方式別

割合 
バッチ炉 6.40% 5.10% 0.5 0.3 

合計 1.9 1.2 

 

以上より、排出削減見込量を 53.7＋0.7≒約 50 万 t-CO2 とした。 
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２―３６：アジピン酸製造過程における一酸化二窒素分解装置の設置 
（別表 3-2①）、【経】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

導入事業所数＜1事業所＞（国内でアジピン酸を唯一生産する事業所） 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

導入事業所数＜1事業所＞（国内でアジピン酸を唯一生産する事業所 

 

（単位：事業所数） 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

事業所数 1 1 1 1 1 1     1 

※ 2005年までは実績、2010年は見込 
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定義・算出方法 国内唯一のアジピン酸製造事業所（分解装置設置済み） 

出典、 

公表時期 

メーカーヒアリング 
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一酸化二窒素分解装置の稼働率＜94％＞ 
 

（単位：％） 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

稼働率 ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ     94% 

※ 国内１事業所の実績のため秘匿、2010年は見込 
 
定義・算出方法 メーカー実測値（2001年度～２００５年度までの稼働率の平均値） 

出典、 

公表時期 

メーカーヒアリング 

備考 アジピン酸は国内唯一の事業所が製造しており、ＣＲＦにおいても稼働率は秘匿している 

 
 
関連指標１：アジピン酸生産量(kt) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

アジピン酸生

産量(kt) 

ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ     120 

※ 国内１事業所の実績のため秘匿、2010年は見込 
 
定義・算出方法 メーカー実績値 

出典、 

公表時期 

メーカーヒアリング（アジピン酸は国内唯一の事業所が製造しており、ＣＲＦにおいても活動量は

秘匿） 
 
関連指標２：排出係数(kg-N2O/t) 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

排出係数 

(kg-N2O/t) 

ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ ｘ     17 

※ 国内１事業所の実績のため秘匿、2010年は見込 
 
定義・算出

方法 

排出係数[kg-N2O/t]=N2O発生率×(1－N2O分解率×分解装置稼働率) 

出典、 

公表時期 

N2O発生率：282[kg-N2O/t] 
N2O分解率：99.9[%] 
N2O分解装置稼働率：（対策評価指標のとおり） 
※メーカーヒアリング（アジピン酸は国内唯一の事業所が製造しており、ＣＲＦにおいても排出

係数は秘匿） 

※N2O排出係数は、より新しい N2Oの測定データをもとに再計算しなおしたもの。 
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２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績 

（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

 

 

［税制］ 

 

 

［予算／補助］  

［融資］ 

 

 

［技術開発］ 

 

 

［普及啓発］ 

 

 

［その他］ 

事業者の自主的取り組みにより既に対策済み 
 

 

 
 
３．排出削減見込量の根拠等 
 

国内で唯一アジピン酸を製造している事業所については、事業者の自主的取り組みにより既に一酸化二窒

素分解装置を設置済み。 
今後、設備の増設等による製造設備増加がないと見込む。 
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２―３７：下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化 
（別表 3-2②）、【国】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

高分子流動炉の燃焼の高度化の普及率＜100％＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

高分子流動炉の燃焼の高度化の普及率＜100％＞ 
 

（単位：％） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

高分子流動炉の燃焼の高度

化の普及率 
31 31 35      100   

       （最小値）

（最大値）        

※ 2004年度までは実績値 
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定義・算出方法 下水道統計（日本下水道協会）より、高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を流動炉で焼却した

もののうち、高温焼却したものの割合を算出  

出典、公表時期 下水道統計（日本下水道協会）、毎年度 4月頃に公表 

備考  
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２．国の施策 
 

施策の全体像 2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 
・下水汚泥の燃焼の高度化の基準化 
高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を流動炉で焼却する際

に、高温焼却の導入を基準化することについて検討を行っている。 
 

 
下水道施設の構造基準・維持管理基

準に盛り込むこと等を関係省庁と調

整中。 

［税制］  

［予算／補助］ 
【国土交通省実施】 
・下水道事業費 

 

 
 
689,589百万円の内数（2006年度）
651,662百万円の内数（2007年度） 

［融資］  

［技術開発］  

［普及啓発］ 
・N2O削減効果についての情報発信 
下水道管理者に対し、高分子凝集剤を添加して脱水した下水汚泥を

流動炉で高温焼却することによる N2O 削減効果について情報発信
を実施。 

 
下水道管理者を対象としたセミナー

等において、高温焼却による N2O
削減効果等について情報を発信して

いるところ。 
［その他］  
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３．排出削減見込量の根拠等 

 
下水汚泥焼却施設における燃焼の高度化による一酸化二窒素の排出削減見込量(CO2換算）を次の

ように算定。 

 

１．2010 年における高分子流動炉で焼却される汚泥量を 4,918 千 t/年と推計。（①） 

 

２．対策を実施しない場合（2010 年に高分子流動炉で焼却される汚泥の全量が通常の 800℃で焼

却した場合）の N2O 排出量： 

  4,918 千 t/年×1,508gN2O/t×310＝約 230 万 t-CO2（②） 

      ①              （N20 の C02換算） 

 

３．対策を実施した場合（2010 年に高分子流動炉で焼却される汚泥の全量が 850℃で高温焼却さ

れる場合）の N2O 排出量： 

  4,918 千 t/年×645gN2O/t×310＝約 98 万 t-CO2（③） 

      ①             （N20 の C02換算） 

 

 排出削減見込量は、 

 （約 230 万ｔ-C02－約 98 万 t-CO2）＝約 130 万 t-CO2 

          ②           ③       
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２―３８：一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等 
（別表 3-2③）、【環】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

① 焼却炉種類別割合＜全連続炉：84%、准連続炉：11%、バッチ炉：5%＞ 

② 一般廃棄物焼却量＜約 33,300 千トン＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

③ 焼却炉種類別割合＜全連続炉：84%、准連続炉：11%、バッチ炉：5%＞ 

④ 一般廃棄物焼却量＜約 33,300 千トン＞ 

 

（単位：％） 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

焼却炉種類別割合            

全連続炉 82.1 84.0 84.7      83.8   

准連続炉 12.5 11.6 10.9      11.1   

バッチ炉 5.4 4.4 4.3      5.1   

一般廃棄物焼却量 

（単位：千トン） 

41,972 

 

41,933 

 

41,203      33,256   

   （最小値）

（最大値）
   

※焼却炉種類別の割合(%)（全連続炉、准連続炉、バッチ炉）：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 
※一般廃棄物焼却量(千トン)：２００４年度まで実績、２０１０年度は見込み 
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定義・算出方法 各市町村への調査を集計後、若干の補正を行って算出 
出典、 
公表時期 

「日本の廃棄物処理」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 
毎年度１１月頃公表 
「廃棄物の広域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態調査報告書（廃棄物等循

環利用量実態調査編）」（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課） 
毎年度３月頃公表 

備考  
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２．国の施策 
 

施策の全体像 
2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 

・ 循環型社会形成推進基本法に基づく循環型社会形成推進基本計画

に定める目標の達成に向けた取組 
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第５条の２に基づき設定（平

成１７年５月改正）した廃棄物減量化目標値の達成に向けた取組 
 
・ 個別リサイクル法（容器包装リサイクル法等）に基づく措置の実

施や評価、検討 
 

 
 
継続 
 
継続 
 
 
平成 18 年６月に改正容器包装リ
サイクル法が成立 
食品リサイクル法の改正に関する

検討（食品リサイクル法の改正） 
（家電リサイクル法の施行状況の

評価・検討） 
 

［税制］ 
 

 

［予算／補助］ 
・廃棄物処理施設整備費補助 
 
 
・循環型社会形成推進交付金 
 
 
・廃棄物処理施設における温暖化対策事業 
 

2006年度予算額（2007年度予算案）

50,248 百万円の内数 

（38,261 百万円の内数） 

 

48,383 百万円の内数 

（51,521 百万円の内数） 

 

1,505 百万円（2,117 百万円） 

 
［融資］ 
 

 

［技術開発］ 
 
 

 

［普及啓発］ 
・グリーン購入法に基づく廃棄物の削減に資する物品等の率先的購入 
 

継続 

［その他］ 
・ 一般廃棄物の標準的な分別収集区分や適正な循環的利用や処分の

考え方を示す「処理システムガイドライン」を作成 
・ 経済的インセンティブを活用し一般廃棄物の排出抑制や再生利用

の推進、排出量に応じた負担の公平化及び住民の意識改革を進め

るため、「有料化ガイドライン」を作成し、一般廃棄物処理の有料

化の推進を図る。 
 

 
継続 
 
継続 
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３．排出削減見込量の根拠等 
 
積算時に見込んだ前提    

・ 焼却量 1トン当たりの N2O 排出量（g-N2O/t） 

  全連続炉：52   准連続炉：53   バッチ炉：64 

 

一般廃棄物焼却施設における一酸化二窒素の排出量は、以下の式により算出する。 

焼却に伴う排出量＝焼却方式別の廃棄物焼却量×焼却方式別排出係数 

 

一般廃棄物の焼却に伴う N2O 排出量については、「廃棄物処理法に基づく廃棄物減量化目標」及び「循

環型社会形成推進基本計画」に沿ってリサイクル及び廃棄物処理が着実に実行されると想定し、本計画の

下での一般廃棄物の焼却量を用いて廃棄物焼却量を表のとおり算定した。 

また、焼却方式については、「日本の廃棄物処理」を基に、焼却炉の耐用年数を 20 年と仮定し、100t/d

以上の准連続炉は更新時に全連続炉に置き換わり、バッチ炉は更新時に処理能力にして半分の炉が全連続

炉に統合されると想定し、将来における焼却方式別焼却割合を表のとおり推計した。さらに、廃棄物の焼

却方式別の排出係数は、1998-2000 年度の温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）における排出係

数の平均値を用いて、全連続式では 52g-N2O/t、准連続式では 53g-N2O/t、バッチ炉では 64g-N2O/t とした。

これより、一般廃棄物焼却施設における燃焼の高度化等を実施した場合と実施しなかった場合の 2010

年度における N2O 排出量を表のとおり推計した。対策の推進による N2O 排出削減見込量は約 21.3 万 t-CO2

≒約 20 万 t-CO2 と推計された。 

 

表． 2010 年度における廃棄物焼却量、焼却方式別割合及び N2O 排出量 

一般廃棄物焼却量 

（千トン、乾重量ベース）
N2O 排出量（万 t-CO2） 

 

対策なし 対策あり 対策なし 対策あり 

全焼却量 46,066 33,256     

全連続炉 79.50% 83.80% 59.5 45.3 

准連続炉 14.10% 11.10% 10.7 6.1 
焼却方式

別割合 
バッチ炉 6.40% 5.10% 5.8 3.3 

合計 76 54.7 
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２―３９：都市緑化等の推進 
（別表 5-2①）、【国】 

１．対策評価指標の実績と見込み 

 

○ 現時点における対策評価指標の 2010 年度の見通し 

公共公益施設等における高木植栽本数 

＜高木植栽本数の増加量を 7千 5 百万本と想定＞ 

 

＜参考＞ 

目標達成計画における対策評価指標＜2010 年度見込み＞ 

公共公益施設等における高木植栽本数 

＜高木植栽本数の増加量を 7千 5 百万本と想定＞ 
 

（単位：百万本） 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

公共公益施設等における高

木植栽本数 （1990年度か

らの増加量） 

50 54 58 60 63 66 69 72 75   

       （最小値）

（最大値）        
※2004年度まで実績に基づく推計。2005年度から 2009年度までは便宜的に直線補間したもの。 
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定義・算出方法 毎年の公園整備量等をもとに、公共公益施設等における高木植栽本数を推計 

出典、公表時期 都市公園等整備現況調査  

備考  
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２．国の施策 
 

施策の全体像 2006年度実績見込み 
（2007年度予定） 

［法律・基準］ 
○ 都市公園法（昭和 31年 4月 20日 法律第 79号） 
   都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資す

ることを目的として、都市公園の設置及び管理に関する基準を定

める（1956年 10月 15日施行）。 
    
○ 都市緑地法（昭和 48年 9月 1日 法律第 72号） 
   都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的と

する法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、もって健康

で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とし、都市にお

ける緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定める（1974

年 2月 1日施行）。 
等 

 

 
 
継続 

［税制］ 
○ 都市公園法関連 
 公園用地の公共団体による買い取り（不動産取得税、所得税、法人

税の減免）、借地公園（固定資産税・都市計画税、相続税の減免） 
 ・公園用地の買い取り：都市計画公園・緑地等の整備のため地方公

共団体が用地取得する際には、不動産取得税について、代替不

動産取得価格から被収用不動産価格を控除する。所得税に関し

ては、譲渡所得について 5,000万円を控除する。法人税に関し
ては、譲渡益又は 5,000万円の小さい方を損金参入することと
している。 

 ・借地公園：公園管理者が土地所有者との賃借契約により土地物件

に関する権原を借りて都市公園を開設する際は、固定資産税・

都市計画税について無償貸し付けの場合非課税とし、相続税に

ついては、平成４年度から４割評価減とすることとしている。 
 
○ 都市緑地法関連 
 特別緑地保全地区制度（固定資産税、相続税の減免）、市民緑地制

度（固定資産税・都市計画税、相続税の減免）、緑化施設整備計画

認定制度（固定資産税の減免）         
等 

・特別緑地保全地区制度：平成８年度から、固定資産税は最高 1/2
の評価減とし、相続税については、平成１６年度から山林及び

原野について８割評価減することとしている 
・市民緑地制度：緑地の所有者や事業者と地方公共団体等の契約に

 
継続 
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もとづき公開された緑地等は、固定資産税・都市計画税につい

て無償貸し付けの場合非課税とし、相続税については、平成７

年度から２割評価減とすることとしている。 
・緑化施設整備計画認定制度：平成１３年度から、市町村長が認定

した建築物の敷地内の緑化に関する計画にもとづく緑化施設

整備について、固定資産税の特例が認められている。 
 

 
 
 
 
緑化施設整備計画認定制度につい

ては、平成１９年度から特例措置

の認定条件を緩和。 
［予算／補助］ 
・都市公園・緑地保全等事業 国の補助（用地 1/3、施設 1/2 等） 等 
   

 
121,957百万円（2006年度） 
115,718百万円（2007年度） 

［融資］ 
・政策投融資銀行融資制度  
エコビル整備事業 政策金利Ⅰ 融資比率 40% 

   平成５年度より創設。延べ面積 2,000㎡以上で、敷地面積に対
する緑化面積が 20％以上かつ緑化面積が 500 ㎡以上である緑化
施設を備える等の要件を満たす環境に配慮した建築物の整備事

業に対し、低利で融資を行う。 
 

 
継続 

［技術開発］ 
・吸収源対策の算定 
平成１７年度から、新たな国際指針「土地利用、土地利用変化及

び林業に関するグッド・プラクティス・ガイダンス」に即した、吸

収量の算定方法等の精査・検討を実施中。 
 

 
継続 

［普及啓発］ 
・みどりの週間 
  平成元年閣議決定。毎年４月２３日から４月２９日までの一週間

とし、この週間において地方公共団体及び一般の協力を得て「みど

り」に関する各種行事等を全国的に実施している。 
・都市緑化月間 
  昭和５０年度から、毎年１０月、国及び地方公共団体は、広く国

民の理解と協力を得て、都市における緑の保全・創出や、都市公園、

街路樹の整備等を推進し、住民参加による緑豊かな美しいまちづく

りを展開している。 
・都市緑化基金の活用 
昭和５６年度から、全国の企業や個人からの募金を「都市緑化基

金」として運用し、都市緑化の推進、普及啓発事業を行っている。

 

 
平成１８年８月の閣議決定によ

り、みどりの週間は廃止され、新

たにみどりの月間が設けられた

（毎年４月１５日から５月１４日

までの期間）。 

この期間において「みどりの式

典」を開催するほか、地方公共団

体及び一般の協力を得て、「みど

り」に関する各種行事等を全国的

に実施していく。 

［その他］ 
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３．排出削減見込量の根拠等 

 
以下の計算式により算定。 

 公共公益施設等における緑化を推進することによる CO2 吸収見込量を次のように算定。 

 

 1990 年度以降 2010 年度までの高木植栽本数を 7,500 万本と想定。CO2 吸収見込量は高木植栽

本数の増加量 7,500 万本、炭素含有率等から炭素固定量を算出し、これに二酸化炭素換算率

（44/12）を乗じたものであることから、 

   ＝炭素固定量約 7.5 万 t-C×（44／12） 

   ＝27.5 万 t-CO2 

   ≒28 万 t-CO2 

 
      
 ※なお、平成１９年４月提出の trial KP-CRFより、２００５年に承認された LULUCF-GPGに基
づく算定方法に変更するとともに、平成１９年度に予定されている京都議定書目標達成計画の見直

しの際に、目標数値を変更する予定。 
 

 
 
 
 




